
別紙３

（国立公園で発生の場合）

（国有林で発生の場合）

・青森警察署生活安全課、青森南警察署（緊急捕獲時）、青森消防本部（人身被害発生時）に連絡

・必要に応じて青森県猟友会東青支部（浪岡支部）へ緊急捕獲の要請

　 　　※緊急捕獲等の対応を秘書課に連絡する。

・環境部内各課への応援要請及び農林水産部農業政策課への情報提供（場合によっては応援要請）

※　農作物被害ありの場合は、農林水産部農業政策課も対応

※　農作物被害の場合は、農林水産部農業政策課対応

※　農作物被害の場合は、農林水産部農業政策課対応

青 森 南 警 察 署 地 域 課 浪岡振興部市民課

クマ目撃捕獲対策フロー

目撃者・通報者 本庁守衛（夜間・休日）

< 警 察 > ＜　青森県　＞

青 森 警 察 署 地 域 課 　環境エネルギー部自然保護課

青森警察署 生活安全課 環境部環境保全課 　青森県東青農林水産事務所林業振興課

≪　環境省　≫

< 救 急 > 総 括 東北地方環境事務所

青 森 消 防 本 部 連 絡 調 整

捕 獲 実 施 ≪　農林水産省　≫

林野庁　東北森林管理局青森森林管理署農林水産部農業政策課

≪　庁内関係各課　≫

< 市 長 報 告 > 総務部管財課外

総 務 部 秘 書 課 < 捕 獲 実 施 >

なし

青森県猟友会東青支部
　　　　　　　　　浪岡支部

市 長

副 市 長

クマ目撃注意喚起対応フロー

緊急性

緊 急
対 応

青森地区：環境部
　　　　　　　環境保全課
浪岡地区：浪岡振興部
　　　　　　　市民課

　　※青森警察署・青森南警察署（警察官職務執行法による発砲指示）、環境省（国立公園での捕獲許可）、
　　　 林野庁（国有林への入林届受理）に電話連絡、口頭などで許可を得る。

対 応 フ ロ ー

目撃情報（市民、警察、本庁守衛等）

箱 わ な 設 置 対　　応

青森地区：環境部
　　　　　　　環境保全課
浪岡地区：浪岡振興部
　　　　　　　市民課

・鳥獣捕獲許可証を発行（捕獲期間は最長30日間、延長あり）
　※県林業振興課、青森警察署生活安全課、鳥獣保護管理員に捕獲許可通知
　※国立公園の場合には、環境省に許可依頼。
　　国有林の場合には、林野庁に入林届。
・猟友会と箱わなの設置を行う。
　※箱わなは柳川庁舎倉庫、浪岡庁舎倉庫にそれぞれ保管

　これ以上の対応はなし

あり

状 況 調 査 対 応

青森地区：環境部
　　　　　　　環境保全課
浪岡地区：浪岡振興部
　　　　　　　市民課

・被害状況の確認、継続性か一過性かの判断
　※捕獲の希望について確認する。

継続性の判断
継続性なし

　これ以上の対応はなし
（一過性）

　　　　継続性あり

捕獲時、及び
30日間未捕獲時

箱 わ な設置延長
又は 回 収

対　　応

青森地区：環境部
　　　　　　　環境保全課
浪岡地区：浪岡振興部
　　　　　　　市民課

（捕獲時）
 ・現地にて猟友会東青支部員立会のもと、生存の方策がない場合は殺処分し捕獲調書を
作成、県自然保護課に捕獲の報告をする。
　引き続き箱わなの設置の継続や回収について検討する。
（未捕獲時）
 ・30日間未捕獲であり、捕獲期間を延長する場合には鳥獣捕獲許可証の再発行を行う。
　目撃情報が少なくなるなど、継続性がないと判断した場合には、わなを回収する。

情報提供

人身被害

発生時

情報共有

出動依頼

情報提供

情報提供

情報提供

情報提供
情報提供

（人身被害等

必要な場合）

強 い

農作物被害
人身被害の

おそれの程度

緊急性が比較的低い

（目撃情報のみ、現在は

クマ等がいない等）

緊急性が極めて高い

（人身被害発生、現在

もクマ等がいる等）

弱 い


